
災害対応車両登録制度に登録された方の
緊急通行車両の標章の交付申請について

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（被災者生活再建担当）

令和７年 11月

災害対応車両登録制度に登録をされた車両の使用者及び調整法人が配車調整を行う

災害対応車両の使用者の方は、本制度に基づく被災自治体からの派遣要請の対応のた

めに緊急通行車両の標章の交付を受けることができます。

（１）登録した災害対応車両が自走できるものの場合

① 緊急通行車両確認申出書
（災害対策法施行規則別記様式３）

※都道府県警察本部のHPにおいて様式のダウンロードが可能です。

② 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

③ 災害対応車両登録証又は災害対応車両調整法人登録証の写しと災害対応車両調整法
人が配車調整を行う車両であることを証明した書類

申請方法

（２）登録した災害対応車両が自走できないものであって、他の車両でけん引又は運搬を
するものの場合

① 緊急通行車両確認申出書
（災害対策法施行規則別記様式３）

※都道府県警察本部のHPにおいて様式のダウンロードが可能です。

② 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
   ※①、②は災害対応車両をけん引又は運搬する車両のものです。

③ 災害対応車両登録証又は災害対応車両調整法人登録証の写しと災害対応車両調整
法人が配車調整を行う車両であることを証明した書類

④ 当該災害対応車両をけん引又は運搬することが確認できる書類
例：車検証、運送に係る契約書、運送に係る計画書 等

◇ 災害発生前であっても窓口へ申し出て緊急通行車両であることの確認を受けることで、標章の交付を受け
ることが可能です。

◇ 本手続きによる標章の交付は、災害対応車両登録制度に基づく被災自治体の派遣要請に対応するために交
付されるものであるため、被災自治体の派遣要請を伴わない活動（ボランティア活動等）では使用すること
はできません。

◇ 標章の不正使用が判明した場合は、災害対応車両登録制度の登録の取消しの対象となります。

災害対応車両（及び当該車両をけん引又は運搬する車両）の使用の本拠の位置を管轄
する公安委員会の窓口（最寄りの警察署等）を通じて申出を行ってください。
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